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東郷町議会議長 殿 

東郷町議会議員 

 

一 般 質 問 通 告 書 

東郷町議会会議規則第５９条第２項の規定により、次の事項について

質問（一問一答方式・一括質問方式）したいので通告します。  

 記 

（注）要旨は、具体的に記載すること。  

質 問 事 項 質  問  要  旨 答 弁 者 

№ 1 － 1 
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１ 公園施設の管

理について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ 現在、進行中の東郷町の一部の公園に対する 

巨額な投資を見て、私が住んでいる和合ケ丘地

区は、長きに渡り、公園に対し新たな投資や改

修もありませんでした。 

その間、ボール遊びは禁止や野球禁止の標語

が公園のフェンスに貼られ、新しく町民になら

れた若い世代と、そのこども達には辛い日々を

過ごされて来られました。全く残念です。 

今後、公園の中をフェンスで仕切ったり、可

動式網フェンスなどを設置してボール遊び可能

な状態へと、歩を進めるお考え、そして計画を

策定される考えがあるでしょうか。お尋ねいた

します。 

 

 

  

  

 

 

 

 

町長 

担当部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石橋 直季 

 

髙 橋 道 則 

１ 
令和５年５月１７日       

月  日 午前・午後 ９時３０分 

 

３ 

東郷維新の会 


